
上
田
市
給
付
金
・
定
額
減
税

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
の
開
設

　
全
国
的
に
物
価
の
上
昇
傾
向
が
続
く
中
、

国
で
は
、
デ
フ
レ
脱
却
を
確
実
な
も
の
と

す
る
た
め
に
、
賃
金
上
昇
が
物
価
高
に

追
い
つ
い
て
い
な
い
国
民
の
負
担
を

緩
和
す
る
施
策
と
し
て
、
税
制
改
正
に

お
い
て
、
令
和
６
年
分
の
所
得
税
お
よ
び

令
和
６
年
度
分
の
個
人
住
民
税
の
定
額

減
税
を
実
施
し
て
お
り
ま
す
。

　
こ
の
定
額
減
税
に
お
い
て
、
減
額
し

き
れ
な
い
と
見
込
ま
れ
る
方
に
対
し
て
、

さ
ら
に
差
額
分
を
給
付
金
と
し
て
支
給

す
る「
定
額
減
税
補
足
給
付
金
」に
つ
い
て
、

先
の
３
月
定
例
会
に
お
い
て
令
和
６
年

度
当
初
予
算
の
追
加
補
正
予
算
と
し
て

議
決
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
た
め
、
今
年
度
は
市
民
の
皆
さ
ま

か
ら
の
問
い
合
わ
せ
な
ど
が
多
く
な
る

こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
５
月

13
日
に
市
役
所
本
庁
舎
１
階
の
つ
む
ぎ

ラ
ウ
ン
ジ
に「
上
田
市
給
付
金
・
定
額
減
税

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
」を
開
設
い
た
し
ま
し
た
。

　
こ
の
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
は
、「
物
価
高

騰
対
応
重
点
支
援
臨
時
給
付
金
事
業
」の

相
談
や
手
続
き
な
ど
の
専
用
窓
口
で
も

あ
り
、
定
額
減
税
補
足
給
付
事
業
と
臨

時
給
付
金
事
業
の
両
事
業
を
迅
速
か
つ

円
滑
に
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
の

定
期
接
種
化
へ
の
対
応

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
接

種
に
つ
き
ま
し
て
は
、
令
和
６
年
３
月

末
を
も
っ
て
予
防
接
種
法
に
基
づ
く
特

例
臨
時
接
種
が
終
了
と
な
り
、
４
月
以

降
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

を
法
に
基
づ
く
Ｂ
類
疾
病
に
位
置
付
け

た
う
え
で
、
個
人
の
発
病
や
重
症
化
予

防
を
目
的
に
、
定
期
接
種
と
し
て
実
施

す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　
現
在
、
国
が
示
し
て
い
る
実
施
方
針

で
は
、
接
種
の
対
象
者
を
季
節
性
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
と
同
じ
65
歳
以
上
の
高
齢
者

お
よ
び
一
定
の
基
礎
疾
患
を
有
す
る
方
に
、

接
種
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
年
１
回
の
秋
冬

に
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
情
報
に
基
づ
き
ま
し
て
、

高
齢
者
な
ど
を
対
象
と
し
た
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
の
定
期
接
種
を
参
考
に
、
医
師

会
や
医
療
機
関
の
皆
さ
ま
の
ご
理
解
、

ご
協
力
の
も
と
、
接
種
対
象
と
な
る
市

民
の
皆
さ
ま
か
ら
一
定
の
自
己
負
担
を

い
た
だ
く
中
で
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
機
会

を
適
切
に
確
保
で
き
る
よ
う
、
関
係
予

算
を
今
定
例
会
に
計
上
い
た
し
ま
し
た
。

　
引
き
続
き
、
国
や
県
が
提
供
す
る
正

し
い
情
報
と
と
も
に
周
知
啓
発
を
図
っ

て
ま
い
り
ま
す
。

共
生
社
会
の
実
現
を
目
指
す

障
が
い
者
支
援
の
充
実

　
令
和
３
年
５
月
に「
障
害
者
差
別
解
消

法
」が
改
正
さ
れ
、
こ
の
４
月
１
日
か
ら

事
業
者
に
よ
る
障
が
い
の
あ
る
人
へ
の

「
合
理
的
配
慮
の
提
供
」が
義
務
化
さ
れ

ま
し
た
。
特
定
の
障
が
い
の
分
野
に
限

ら
ず
、
全
て
の
市
民
が
等
し
く
意
思
疎

通
や
社
会
参
加
が
で
き
る
よ
う
、
事
業

者
に
と
っ
て
も
負
担
が
重
す
ぎ
な
い
範

囲
で
建
設
的
な
対
話
に
努
め
、
合
意
点

を
探
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
市
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
行
政
も
事

業
者
も
義
務
の
主
体
と
し
て
能
動
的
に

動
く
よ
う
理
解
促
進
に
努
め
、
制
度
の

周
知
啓
発
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

地
域
の
基
幹
産
業「
も
の
づ
く
り
」に

関
す
る
新
た
な
取
組

　「
も
の
づ
く
り
」に
関
す
る
新
た
な
取
組

に
つ
い
て
、
信
州
大
学
と
上
田
市
と
の

包
括
連
携
協
定
に
基
づ
き
、
レ
ー
ザ
ー

加
工
に
関
す
る
技
術
者
の
育
成
お
よ
び

地
域
産
業
へ
の
展
開
な
ど
を
目
的
と
し
て
、

「
先
端
技
術
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
運
営
事

業
」を
実
施
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　
事
業
内
容
は
、
信
州
大
学
繊
維
学
部
に

事
業
拠
点
を
設
置
し
、
地
域
内
企
業
の

技
術
者
や
教
育
機
関
の
学
生
な
ど
を
対

象
と
し
て
、
最
先
端
の
レ
ー
ザ
ー
加
工

技
術
を
習
得
す
る
た
め
の
教
育
プ
ロ
グ
ラ

ム
や
セ
ミ
ナ
ー
な
ど
を
実
施
す
る
ほ
か
、

地
元
企
業
か
ら
の
具
体
的
な
事
業
相
談
や

試
作
品
の
製
作
協
力
な
ど
に
関
し
て
も
、

こ
の
拠
点
を
中
心
に
対
応
し
て
ま
い
り

ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
技
術
者
の
新
た
な

教
育
の
機
会
が
創
出
さ
れ
る
こ
と
で
、

技
術
革
新
が
進
む
と
と
も
に
生
産
性
が

向
上
し
、
新
た
な
雇
用
の
創
出
が
期
待

で
き
ま
す
。

　
本
事
業
に
つ
き
ま
し
て
は
、
こ
の
事

業
に
賛
同
い
た
だ
い
た
都
内
の
事
業
者

様
か
ら
の「
企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税
」に

よ
る
寄
附
金
を
原
資
と
し
て
活
用
さ
せ
て

い
た
だ
く
予
定
で
あ
り
、
今
定
例
会
に

関
連
予
算
を
計
上
い
た
し
ま
し
た
。

　
引
き
続
き
、地
域
産
業
の
発
展
、雇
用
の

創
出
に
注
力
し
て
ま
い
り
ま
す
。

古
民
家
の
活
用
に
係
る
取
組

　
真
田
地
域
に
お
い
て
、
明
治
期
の
養

蚕
農
家
住
宅
と
し
て
利
活
用
し
て
い
た

二
軒
の
空
き
家
に
つ
い
て
、「
大
切
に
し

て
き
た
古
民
家
を
後
世
や
地
域
の
た
め

に
有
効
活
用
し
て
ほ
し
い
」と
所
有
者
か
ら

市
に
依
頼
が
あ
り
、
令
和
６
年
３
月
に

初
め
て
見
学
会
を
開
催
い
た
し
ま
し
た
。

　
今
回
の
見
学
会
は
、所
有
者
を
は
じ
め
、

地
元
自
治
会
や
住
民
の
皆
さ
ま
、
空
き

家
再
生
お
よ
び
移
住
促
進
な
ど
の
専
門

家
、
利
活
用
を
希
望
す
る
方
と
行
政
が

一
体
と
な
っ
て
古
民
家
の
利
活
用
に
つ

い
て
考
え
、
さ
ら
に
地
域
活
性
化
を
目

指
す
と
い
う
新
し
い
取
組
で
あ
り
ま
し

た
。見
学
会
に
は
県
外
か
ら
も
含
め
て
、

14
組
25
人
の
利
活
用
希
望
者
が
参
加
し
、

活
用
プ
ラ
ン
に
つ
い
て
意
見
交
換
を
行

い
ま
し
た
。

　
ま
た
、
地
域
に
あ
っ
た
古
民
家
の
利

活
用
を
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

利
活
用
希
望
者
か
ら
所
有
者
お
よ
び
地

域
住
民
の
皆
さ
ま
に
対
し
て
地
域
活
性

化
に
つ
な
が
る
活
用
プ
ラ
ン
の
コ
ン
ペ

テ
ィ
シ
ョ
ン
を
６
月
９
日
に
実
施
い
た

し
ま
し
た
。

　
今
後
は
、
今
回
の
取
組
を
モ
デ
ル
事

業
と
し
て
他
地
域
で
の
実
施
も
検
討
す

る
な
ど
、
空
き
家
の
有
効
活
用
と
地
域

活
性
化
に
つ
な
げ
て
ま
い
り
ま
す
。

提
案
説
明
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で

動
画
・
全
文
を
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
・
専
用
窓
口
を
開
設
し
定
額
減
税
補
足
給
付
事
業
と

臨
時
給
付
金
事
業
を
迅
速
・
円
滑
に
進
め
て
ま
い
り
ま
す

市ホームページ

行政管理課
　　☎23・5163

令
和
６
年
６
月
市
議
会
定
例
会
　
市
長
提
案
説
明（
要
旨
）

 ６月議会初日に提案した議案の概要
○条例案（５件）（一部改正４件、廃止１件)
　附属機関に関する条例中一部改正について　ほか
○令和６年度補正予算案（２件）
　一般会計（１件）、特別会計（１件）
○事件決議案（６件）
　丸子地域自治センター整備事業南棟設備改修機械

設備工事請負契約の締結について　ほか
○報告案件（11件）

専決処分した上田市税条例の一部を改正する条例の
承認について  ほか
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※１ 世帯分離している（住民票上世帯が別）または他住所地の配偶者が住民税課税の場合は、非該当となります。
※２ 非課税年金（遺族または障害年金）も収入に含めて判定します。

　高齢者介護課　☎23・6246

　福祉課　☎75･1365

８月以降の変更部分に
下線を引いています。

令和６年８月から 食　費

居住費
ユニット型個室 2,066円

1,445円多床室（特養） 915円
多床室（老健・医療院等） 437円

介護保険施設の負担限度額の一部が変わります８月
から

介護保険負担限度額とは
市町村民税非課税世帯などの所得要件および資産用件に該当する場合、介護保健施設（介護老人福祉施設、介護老人
保健施設、介護医療院）や短期入所（ショートステイ）を利用した場合の１日あたりの「食費」・「居住費」に負担限度額
を設け、所得が低い方へ助成（補足給付）を行っています。なお、助成を受けるためには申請が必要です。
【８月以降の変更点】居住費の基準額、居住費の負担限度額を「１日あたり60円」引き上げます。

●居住費・費用の負担限度額（１日あたり）

●居住費・食費の基準額（日額）

水道光熱費の上昇により施設の居住費の基準額が引き上げられたため、利用者負担額を引き上げます。

利用者
負担段階 所得要件・対象者 資産要件

（預貯金など）
居住費などの負担限度額 食　費
ユニット型
個室 多床室 短期入所

サービス 左記以外

第１段階
－ 生活保護受給者 －

880円 0円 300円 300円市世
町帯
村全
民員
税が
非
課
税
※
 1

老齢福祉年金受給者 単身で1,000万円
（夫婦で2,000万円）以下

第２段階 本人の前年の年金収入額※２
+その他の合計所得金額が80万円以下

単身で650万円
（夫婦で1,650万円）以下 880円 430円 600円 390円

第３段階① 本人の前年の年金収入額※２
+その他の合計所得金額が80万円超120万円以下

単身で550万円
（夫婦で1,550万円）以下 1,370円 430円 1,000円 650円

第３段階② 本人の前年の年金収入額※２
+その他の合計所得金額が120万円超

単身で500万円
（夫婦で1,500万円）以下 1,370円 430円 1,300円 1,360円

申請時の
注意点

物価高騰物価高騰対応重点支援対応重点支援臨時給付金臨時給付金

対象世帯 対象世帯

申請方法

申請方法

１世帯あたり10万円支給 対象の子ども１人につき5万円支給

世帯全員の令和６年度住民税所得割が非課税の世帯。
ただし、次のいずれかに該当する世帯を除く。
① 令和５年度物価高騰に伴う住民税非課税世帯に対する特別

支援金（７万円）の対象世帯
② 令和５年度物価高騰対応重点支援臨時給付金（令和５年度住民

税均等割のみ課税世帯向け、10万円）の対象世帯
③①②の対象となった世帯の世帯主がいる世帯
④住民税均等割課税者の被扶養者だけの世帯
⑤租税条約の適用により住民税が免除されている方がいる世帯
※他市区町村で同種の給付金の対象となった場合も対象外

① 市で対象と推定できる世帯
　 順次案内を送付しています。内容をよく確認し、令和６年10月

31日までに手続きをお願いします（手続き不要の場合もあり）。
② 令和５年12月１日以降に他市区町村からの転入者がいる世帯、

住民税が未申告の方がいる世帯など
　案内が届かないため、令和６年10月31日までに申請が必要です。

① 市で対象と推定できる世帯
　 今後案内を送付します。内容をよく確認し、令和６年10月31日

までに手続きをお願いします。
② 基準日※以降に出生した子どもがいる世帯、異なる世帯の子ども

を扶養している世帯など
　案内が届かない場合があるため、令和６年10月31日までに申請
　が必要です。

左記給付金の対象となった世帯のうち、
平成18年４月２日以降に生まれた子どもがいる世帯。

「対象の子ども」は次の子どもを指します。
①同一世帯の子ども（施設入所児童を除く）
②別世帯だが、扶養している未受給の子ども
③基準日※以降に出生した未受給の子ども

▶▶▶詳しくはホームページをご覧ください。

10
住民税所得割非課税世帯向け

※ 基準日は令和６年６月３日です。原則として基準日時点における住民基本
台帳上の世帯の状態で判定を行います。

子育て世帯向け
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